
RICOH カンタンドキュメント活用 for kintone（ファクス受信モデル） サービス約款 
 

本約款は、株式会社リコー（以下、「弊社」といいます。）のサービスである RICOH カンタンドキュメント

活用 for kintone（ファクス受信モデル）（以下、「本サービス」といいます。）に関する、お客様（以

下、「お客様」といいます。）からの利用申込み、および、当該申込みに基づきお客様と株式会社リコーと

の間で成立した本サービスの提供契約（以下、「本契約」といいます。）に適用されます。 

 

第１条（本サービスの内容） 

1. 本サービスは、弊社の製造する複合機（以下、「リコー複合機」といいます。）上で受信した FAX

データをサイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドサービス kintone（以下、

「kintone」といいます。）に転送し、当該 FAX データの自動振り分けを行うことのできる弊社の複

合機連携アプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます。）を提供するサービスをいいます。 

2. 本サービスには、前項の他に、第４条に定める保守サービスを含むものとします。 

 

第２条（本契約の成立） 

１．お客様は、本サービスの利用を希望する場合、弊社所定の書式（インターネットから申し込む場合 

   には弊社所定のウェブフォームを含みます）による「注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、 

   弊社の販売会社（以下、「販売会社」といいます。）に対して提出するものとします（以下、総称  

   して「利用申込み」といいます。）。 

２．前項の利用申込みに対して弊社が承諾の意思および本サービスの提供開始日をお客様に通知し、 

   その通知がお客様に到達した時点をもって本契約が成立するものとします。 

３．弊社は、前項の規定にかかわらず、お客様が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断する場 

   合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それ 

   をお客様は予め承諾するものとします。 

 （１）利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。 

 （２）利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。 

 （３）本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 

 （４）本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。 

 （５）前四号のほか、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。 

 

第３条（本サービスの提供条件） 

1. お客様は、本サービスの利用にあたり、本契約の他に、販売会社より本アプリケーションのインストー

ルキット（以下、「インストールキット」といいます。）を購入する必要があります。 

2. インストールキットはリコー複合機１台に対し、１つ購入する必要があります。なお、一度利用したイ

ンストールキットは別のリコー複合機に転用することはできません。 

3. 本サービスの利用に必要なリコー複合機、コンピュータ、スマートデバイス（ネットワークへの接続機

能を備えた携帯情報端末をいいます。）等の通信機器（以下、総称して「必要機器」といいま

す。）ならびに通信手段および本サービス以外の外部サービス（kintone を含みます）は、お客様

が自己の費用・責任において用意するものとします。 

4. 本サービスの提供対象地域は日本国内に限るものとします。 

 

第４条（保守サービス） 

1. 弊社が、お客様に対し提供する保守サービスの内容は以下の通りとします。 

(1) 障害発生時のリコー複合機と本アプリケーションの障害切り分け作業支援 

(2) 本アプリケーションにバージョンアップが生じた際の、バージョンアップ版の提供 

2. 保守サービスの料金は、本契約の対価に含まれるものとします。 



 

第５条（ID およびパスワードの管理） 

１．お客様は、本サービスにおいて提供されるＩＤおよびパスワードを自己の責任において管理するもの

とします。 

２．お客様は、ID およびパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により弊社または

第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた一切の責任を負うものとします。 

 

第６条（禁止行為） 

1. お客様は本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。 

(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為 

(2) 弊社あるいは第三者の著作権、特許権その他知的財産権を侵害する行為、またはそのおそ

れのある行為 

(3) 弊社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為 

(4) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるい

はそのおそれのある行為 

(5) 弊社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信機器等に不正にアクセスする行為、ク

ラッキング行為、アタック行為、および弊社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信

設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの

行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為 

(6) 他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為 

(7) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サー

ビスを利用する行為 

(8) その他、弊社が不適切と判断する行為 

2. お客様が前項の禁止行為に該当する行為を行っていると弊社が判断した場合、弊社は第８条

（本サービスの停止）に定める措置を行うほかに、お客様の違反行為にかかる対応に要した稼働

等の費用、および弊社がお客様の違反行為により被る損害費用等をお客様に請求することができ

るものとします。また、この場合、第２６条（解除）に基づく契約解除も妨げられません。 

 

第７条（本サービスの中止） 

１．弊社は、次の各号に掲げる弊社の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の

提供を行うことができなくなった場合、本サービスの全部または一部の提供を中止することができるもの

とします。 

（１）本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合 

（２）本サービスに障害等が生じた場合 

（３）弊社が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合 

２．弊社は、本サービスの全部または一部を中止する場合、お客様に対してその旨を通知するものとし

ます。ただし、緊急でやむを得ない場合は、弊社は事前通知を行わず本サービスを中止することができ

るものとします。 

３．弊社は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、お客様に生じた損害について何ら責任

を負わないものとします。 

 

第８条（本サービスの停止） 

1. 弊社は、お客様が次の各号に該当するときは、サービスの提供を停止することができるものとします。 

(1) 本契約上の債務を履行しなかったとき 

(2) 第６条１項に違反した時 

2. 弊社はお客様に通知することなく、前項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供を停止、



あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。これによりお客様に損害が発生し

た場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第９条（本サービスの廃止） 

１．弊社は、弊社の都合により本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。 

２．前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、弊社は、弊社所定の方法によっ

て本サービス廃止日の１２ヶ月以上前までにお客様に対してその旨を通知するものとします。 

３．本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で本契約は終了し、本サービスの全部を終了した

場合は、本契約の全てが終了するものとします。 

４．弊社は、本条に基づき本サービスを廃止した場合であっても、お客様に生じた損害について何ら責

任を負わないものとします。 

 

第１０条（お客様データの保証） 

お客様は、弊社に対し、お客様が本サービスの利用に際し、または関連して弊社に対し提供するデ

ータ（以下、「お客様データ」といいます。）に関し、次の各号の事実が正確かつ真実であることを

表明し、保証します。 

(1) お客様および本サービスを利用するすべてのユーザ（お客様によって正当にアクセス権限を付

与されたお客様の役員、従業員その他構成員のことをいい、以下「ユーザ」といいます。）が、

本サービスにおいてお客様データを利用し、かつ、弊社に対して開示（送信・公衆送信その他

発信を含みます。）する正当な権限を有すること 

(2) お客様によるお客様データの利用が、第三者の権利および利益を侵害しないこと 

(3) お客様がお客様データについて、第１１条第３項のライセンスを付与する正当な権限を有し

ていること 

(4) お客様データに個人情報が含まれる場合、個人情報の本人等から、弊社または弊社の委託

先に個人情報が提供され、次条の目的に個人情報が用いられることについて、同意が得られ

ていること 

 

第１１条（お客様データの利用） 

1. 弊社は、お客様による本約款への同意または本契約の締結が、お客様による、お客様データに関

する知的財産権の弊社への譲渡を意味しないことを確認します。 

2. 弊社は、契約期間中およびその終了後もお客様データを次の目的で利用できます。 

(1) 本サービスの追加的機能の開発 

(2) 本サービスの機能の品質維持および改良 

3. お客様は、お客様データについて、弊社に対し、前項の目的に必要な限りで、その使用および複製、

改変、開示ならびにその他一切の態様による使用または利用が可能な、世界的、無期限、非独

占、無償およびサブライセンス可能、譲渡可能および撤回不能のライセンスを付与し、また、弊社の

上記態様による利用が禁止されないことを確認します。 

4. 前条の規定にもかかわらず、お客様が前項のライセンスを付与する正当な権限を有しないとき、お客

様は当該権限を権利者より取得します。 

5. お客様はお客様データについて、弊社および弊社から権利を承継しまたは許諾された者に対し、人

格権（著作者人格権を含みます。）を行使せず、また、その権利者に当該人格権を行使させな

いものとします。 

 

第１２条（お客様データの管理） 

1. 弊社は、お客様データを善良な管理者として、適切に管理し、法令に基づき開示が求められたとき、

および、本規約で許諾されたときを除き、第三者に対し、開示しません。 



2. 弊社は、本サービスの提供停止もしくは終了、または本契約の終了の日から１４日経過後に、契

約者データを消去できます。当該期間の経過後、弊社は、お客様に対し、お客様データをアクセス

可能または使用もしくは利用可能にする義務を負いません。 

3. 弊社は、法令に反するその他弊社が不適切であると判断したお客様データを、お客様への事前の

通知なく、直ちに消去できます。 

 

第１３条（利用状況に関する情報） 

弊社および販売会社は、本サービスの提供の過程で取得した、利用状況、利用頻度、弊社環境への

負荷その他お客様の本サービスの利用に関するデータ（お客様データを除きます。）について、以下の目

的で使用または利用できます。 

(1) 本サービスの保守 

(2) お客様への案内・情報提供 

(3) 弊社のサービス開発、品質もしくは機能の改善 

(4) 統計データの取得もしくはその公表 

 

第１４条（kintone データの取扱い） 

1. お客様は本サービスを介して kintone に保存されたデータ（以下、「kintone データ」といいます。）

について、お客様の責任と費用負担において自ら修復可能なようにバックアップ等の適切な処置を

講ずるものとします。 

2. 弊社は kintone データの滅失・毀損、その他いかなる損害についても一切責任を負わないものとし

ます。ただし、弊社の責めに帰すべき事由によるものはこの限りではないものとします。 

 

第１５条（保証および免責） 

１．お客様は、お客様が本サービスを利用することを通じて取得し得る情報等の正確性や有用性なら

びにお客様の情報に関する情報漏洩、セキュリティの安全性および完全性を保証されるものではないこ

とを承諾するものとします。 

２．弊社は、お客様の保有する必要機器に記憶されているデータまたは本サービス上にあるデータが漏

洩、毀損または滅失、または第三者による不正利用が発生した場合であっても、理由の如何を問わず

何らその責任を負うものではないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失があった場合はこ

の限りではありません。 

３．お客様の保有する必要機器にインストールされたソフトウェアが原因で本サービスが正常に提供でき

ない場合であっても、弊社が合理的な協力をもって対応したにもかかわらず設定等ができないときには、

弊社はその設定等について何ら責任を負うものではないものとします。 

４．弊社は、次の各号に定める事項について保証は行わないものとします。 

（１）本サービスがお客様の要求水準を満たすこと 

（２）本サービスがエラーのない安全な状態で中断されることなく運用されること 

 

第１６条（適用除外） 

次の各号に該当する場合は本サービスの適用外とし、弊社は、何ら責任を負わないものとします。 

（１）お客様の利用する必要機器の障害に起因する本サービスの利用不能 

（２）コンピュータウィルスおよび不正アクセスによって本アプリケーションに障害が発生した場合の対応 

（３）天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、またはお客様の故意、

過失もしくは不適正な使用によって本アプリケーションに障害が発生した場合の対応 

（４）万一不測の事態に備えた、本アプリケーションに蓄積されたデータ等のバックアップ等 

（５）インターネット接続環境の不具合に起因する障害の対応 

（６）本約款に定める本アプリケーションの稼働環境の範囲外の機器、PC またはソフトウェアを利用



したことに起因して生じた不具合の対応 

（７）前各号のほか、弊社が定める本サービスの範囲外と判断する作業および本約款に定める各条

の規定にお客様が違反したことに起因する作業 

 

第１７条（本契約の期間） 

お客様は、１年単位の契約（以下、「年額契約」といいます。）と１ヶ月単位の契約（以下、「月 

額契約」といいます。）の２種類の契約体系のうち、いずれかを第２条第１項の「注文書兼利用申込 

書」において選択するものとし、それぞれの契約期間の算定方法は以下のとおりとします。 

（１）お客様が年額契約を申し込んだ場合、本サービスの契約期間は第２条第２項に基づきお客様

に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌日１日から起算して１年間

とし、以降 1 年毎に自動更新されるものとします 

（２）お客様が月額契約を申し込んだ場合、本サービスの契約期間は第２条第２項に基づきお客様

に通知された本サービスの提供開始日より、当該開始日を含む月の翌日１日から起算して１ヶ月と

し、以降 1 ヶ月毎に自動更新されるものとします 

 

第１８条（料金） 

1. お客様は、注文書兼利用申込書記載の本サービスの料金（以下、「料金」といいます。）を販売

会社所定の支払方法に従って販売会社に支払うものとします。 

2. 消費税が賦課される場合、お客様は、販売会社に対して支払う料金に、支払時の法令に基づい

た消費税相当額を併せて支払うものとします。 

 

第１９条（本契約の解約） 

1. お客様は、本契約の解約を希望する場合、販売会社に対して解約の申し出を行い、かつ弊社所

定の書式による「解約申込書」を解約日の１ヶ月前までに販売会社に提出することにより、本契約

を解約することができるものとします。 

2. 本条に基づいて本契約が解約された場合でも、すでにお客様から販売会社および弊社に支払われ

た料金についてはお客様に返金されないものとします。 

 

第２０条（支払遅滞） 

お客様は、本サービスの料金等の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日より代金完済の日まで

年 14.6％の割合による遅延損害金を販売会社に支払うものとします。 

 

第２１条（再委託） 

弊社は、本契約履行に係る業務の一部または全部を第三者（以下、「委託先」といいます。）に委託

することができるものとします。 

 

第２２条 （秘密保持） 

1. 本契約に従った利用を除き、お客様および弊社は、本契約に関連して相手方から開示された相手

方の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を指定した情報（以下、「秘密情報」といいます。）

を第三者（弁護士、公認会計士等法令上秘密保持義務を負担する者は除きます。）に開示、

漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありませ

ん。 

(1) 開示時に、既に公知であった情報 

(2) 開示時に、既に受領当事者が保有している情報 

(3) 開示後、受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報 

(4) 開示後、受領当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報 



(5) 開示後、受領当事者が第三者により秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

2. 前項の規定に拘わらず、お客様および弊社は、相手方から書面による事前承諾を受けることによっ

て、当該秘密情報を第三者に開示することができるものとします。ただし、裁判所または官公庁から

開示の要求があり、かつ、法令上開示義務を負担する場合には、相手方の承諾を得ることなく当

該秘密情報を開示することができるものとします。なお、お客様は弊社の委託先へお客様の秘密情

報を開示することにつき、あらかじめ弊社に承諾を与えるものとします。 

3. お客様および弊社は、相手方から開示を受け預託された秘密情報を本契約終了後直ちに相手方

に返還するかまたは破棄しなければならないものとします。 

4. 本条第１項の規定は、本契約の終了後 3 年間その効力を有するものとします。 

 

第２３条（本アプリケーションにかかる知的財産権） 

1. 本アプリケーションは、日本国および関連諸国の著作権法および著作権に関する条約、ならびにそ

の他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。お客様は、本約款に基づき

本アプリケーションに関する非独占的で譲渡不能の使用権のみが許諾されるものであり、本アプリケ

ーションおよびその複製物に関していかなる所有権、著作権その他の一切の権利を取得するもので

はありません。 

2. お客様は、本アプリケーションまたはその複製物（プログラム・画像・ドキュメント等を含む）に関する

著作権、特許権、商標権を含む一切の知的財産権は弊社または弊社に対する許諾者に属する

ものであることを了解し同意するものとします。お客様は本アプリケーションに関する著作権を尊重し、

万国著作権条約および各国の著作権法、不正競争防止法その他関連法に基づいて本アプリケ

ーションを使用するものとします。 

 

第２４条（本アプリケーションの内容変更） 

弊社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、いつでも本アプリケーションの内容の全部または一部を

適宜変更、追加改良できるものとします。お客様は、自己の必要機器で利用している本アプリケーシ

ョンについて、弊社より変更または追加改良の通知を受けた場合、速やかに当該変更または追加改

良された本アプリケーションを必要機器に適用するものとします。なお、お客様が当該適用作業を怠っ

たことに起因してお客様または第三者に損害が生じたとしても、弊社は一切の責任を負いません。 

 

第２５条（反社会的勢力との関係排除等） 

1. お客様および弊社は、自己、自己の役員（名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有

する者をいう）もしくは業務従事者または本契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないこと

を誓約します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集

団等、その他これらに準ずる反社会的勢力（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という）

であること 

(2) 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影

響力を有すること 

(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をも

ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有す

ること 

(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2. お客様および弊社は、本契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活



動を助長するおそれがないことを誓約します。 

3. お客様および弊社は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 

(1) 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の

関与をする等、反社会的勢力と関係を持つこと 

(2) 自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと 

(ア) 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること 

(イ) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反

社会的勢力である旨を伝えるなどすること 

(ウ) 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること 

(エ) 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること 

4. お客様または弊社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契

約を解除することができるものとします。この場合、お客様または弊社は相手方に対して、その名目

の如何を問わず、金員の支払その他経済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 

 

第２６条（解除） 

1. お客様または弊社が以下各号のいずれか１つ以上に該当した場合、相手方は何らの催告を要せ

ず、通知することにより直ちに本契約の一部または全部を解除することができるものとします。 

(1) 本契約に定める債務を履行せず、その他本契約に違反し、相当の期間を定めて催告をしたに

もかかわらず、なお債務不履行その他の違反行為が是正されない場合 

(2) 本契約の使用許諾条件に反して、本アプリケーションを使用した場合 

(3) 差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納して

督促を受けた場合、または滞納処分により財産の差押えを受けた場合 

(4) 振出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは手形交換所より銀行取引停止処

分を受けた場合 

(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始および特別清算開始の申立てが

あった場合 

(6) 事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡する旨の株主総会決議をした場合 

(7) 解散事由に該当した場合 

(8) 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由

がある場 

(9) 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合 

(10) 秘密情報の秘密保持義務違反があった場合 

(11) 重大な背信行為があった場合 

(12) その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 

2. お客様または弊社は、前項第 2 号から第 10 号までのいずれかに該当した場合、直ちに相手方に

対してその旨を通知するものとします。 

3. お客様または弊社は、本条第 1項各号のいずれかに該当した場合、契約解除の有無に拘わらず、

相手方に対して負担する一切の金銭債務（本契約に基づく金銭債務に限らない。）につき当然

に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。 

4. お客様または弊社は、本条第 1 項により本契約を解除した場合であっても、その被った損害につき

相手方に対し賠償請求することができるものとします。 

 

第２７条（損害賠償責任） 

１．弊社の責めに帰すべきことが本約款上明らかな場合であって、本サービスに関連してお客様または

第三者に損害が発生した場合は、弊社は、当該事由の直接的結果として現実にお客様に発生した

通常の範囲内の損害に限り、その賠償の責めを負うものとします。この場合、弊社がお客様に支払う



損害賠償額は、年額契約をお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した年の料金等の

１年分、また、月額契約をお申込みいただいている場合には、当該損害が発生した月の料金等１ヵ

月分の総額を限度とします。 

２．弊社は、前項の規定の場合を除き、次の各号に規定するお客様または第三者に生じた損害につい

ては、一切の責任は負わないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失による場合は、この

限りではないものとします。 

（１）本サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止、停止および廃止に伴う損害 

（２）本サービスを通じて登録、提供されるデータ、データベース等の流出、損壊もしくは滅失に伴う

損害、その他お客様が本サービスから得た情報に起因する一切の損害 

（３）天災地変、不測の事故、お客様の故意または過失により発生した損害 

３．お客様が本約款に違反しまたはお客様の不正な行為その他お客様の責めに帰すべき事由により、

弊社または第三者に損害が発生した場合、弊社は、お客様に対して損害賠償を請求できるものとし

ます。 

４．弊社は、お客様の本サービスの利用に関連して、お客様の業務に生じた業務中断、遅延、機会損

失、お客様と第三者との間で発生した紛争または損害賠償請求については、一切その責任を負わな

いものとします。 

 

第２８条（本約款の変更） 

１．弊社は、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。 

２．前項の場合、弊社は、原則として、変更を行う日の４５日以上前までに、本約款の変更内容およ 

   び変更後の本約款の効力発生日を、お客様が本サービス利用時に閲覧する Web サイトへの掲載 

   その他弊社の定める方法により、お客様に通知するものとします。 

３．お客様は、本約款の変更に同意しない場合、本サービスの利用を停止の上、第１９条（本契約 

   の解約）に定める方法で、本契約を終了することができるものとします。なお、お客様が本約款変 

   更後に本サービスを利用した場合は、変更後の本約款に同意したものとみなし、弊社は当該変更 

   後の本約款に基づいて本サービスを提供します。 

 

第２９条（準拠法及び管轄裁判所） 

1. 本契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法とします。 

2. お客様および弊社は、本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

第３０条（協議） 

お客様および弊社は、本約款に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定

めるものとします。 

 

第３１条（残存条項） 

本契約がその理由の如何を問わず終了した後も、第１０条乃至第１６条、第１９条、第２２条、

第２４条、第２７条、第２９条、第３０条および本条の規定は効力を有するものとします。 

 

 

【附則】 

本約款は、２０２０年 3 月 9 日から適用します。 

（改定 第２版） 本約款は２０２０年８月３日に改定し同日実施する。 

 

以上 



 

 

 

 

  



【付録】 

本製品は以下のオープンソースソフトウェアを含んでいます。 

 

 - Apache Commons Codec 

 - JSONIC 

 - gson 

 

これらのオープンソースソフトウェアは Apache License Version 2.0 で配布されています。 

ライセンス本文は以下のとおりです。 

 

                                 Apache License 

                           Version 2.0, January 2004 

                        http://www.apache.org/licenses/ 

 

   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 

 

   1. Definitions. 

 

      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 

      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 

 

      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 

      the copyright owner that is granting the License. 

 

      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 

      other entities that control, are controlled by, or are under common 

      control with that entity. For the purposes of this definition, 

      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 

      direction or management of such entity, whether by contract or 

      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 

      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

 

      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 

      exercising permissions granted by this License. 

 

      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 

      including but not limited to software source code, documentation 

      source, and configuration files. 

 

      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 

      transformation or translation of a Source form, including but 

      not limited to compiled object code, generated documentation, 

      and conversions to other media types. 

 



      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 

      Object form, made available under the License, as indicated by a 

      copyright notice that is included in or attached to the work 

      (an example is provided in the Appendix below). 

 

      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 

      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 

      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 

      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 

      of this License, Derivative Works shall not include works that remain 

      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 

      the Work and Derivative Works thereof. 

 

      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 

      the original version of the Work and any modifications or additions 

      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 

      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 

      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 

      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 

      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 

      to the Licensor or its representatives, including but not limited to 

      communication on electronic mailing lists, source code control systems, 

      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 

      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 

      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 

      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 

 

      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 

      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 

      subsequently incorporated within the Work. 

 

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 

      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 

      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 

 

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 

      (except as stated in this section) patent license to make, have made, 

      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 

      where such license applies only to those patent claims licensable 



      by such Contributor that are necessarily infringed by their 

      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 

      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 

      institute patent litigation against any entity (including a 

      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 

      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 

      or contributory patent infringement, then any patent licenses 

      granted to You under this License for that Work shall terminate 

      as of the date such litigation is filed. 

 

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 

      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 

      modifications, and in Source or Object form, provided that You 

      meet the following conditions: 

 

      (a) You must give any other recipients of the Work or 

          Derivative Works a copy of this License; and 

 

      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 

          stating that You changed the files; and 

 

      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 

          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 

          attribution notices from the Source form of the Work, 

          excluding those notices that do not pertain to any part of 

          the Derivative Works; and 

 

      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 

          distribution, then any Derivative Works that You distribute must 

          include a readable copy of the attribution notices contained 

          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 

          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 

          of the following places: within a NOTICE text file distributed 

          as part of the Derivative Works; within the Source form or 

          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 

          within a display generated by the Derivative Works, if and 

          wherever such third-party notices normally appear. The contents 

          of the NOTICE file are for informational purposes only and 

          do not modify the License. You may add Your own attribution 

          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 

          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 

          that such additional attribution notices cannot be construed 

          as modifying the License. 

 



      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 

      may provide additional or different license terms and conditions 

      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 

      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 

      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 

      the conditions stated in this License. 

 

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 

      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 

      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 

      this License, without any additional terms or conditions. 

      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 

      the terms of any separate license agreement you may have executed 

      with Licensor regarding such Contributions. 

 

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 

      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 

      except as required for reasonable and customary use in describing the 

      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

 

   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 

      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 

      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 

      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 

      implied, including, without limitation, any warranties or conditions 

      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 

      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 

      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 

      risks associated with Your exercise of permissions under this License. 

 

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 

      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 

      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 

      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 

      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 

      incidental, or consequential damages of any character arising as a 

      result of this License or out of the use or inability to use the 

      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 

      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 

      other commercial damages or losses), even if such Contributor 

      has been advised of the possibility of such damages. 

 

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 

      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 



      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 

      or other liability obligations and/or rights consistent with this 

      License. However, in accepting such obligations, You may act only 

      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 

      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 

      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 

      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 

      of your accepting any such warranty or additional liability. 

 

   END OF TERMS AND CONDITIONS 


